
職業能力開発推進者の選任にあたっては 職業能力開発推進者の選任にあたっては 

職業能力開発推進者は、従業員の職業能力開発及び向上に関する、企画や訓練の実施に

関する権限を有する方から選任されるのが望まれます。 

教育訓練部門の組織が確立されてい

る事業所にあっては当該組織の部課長、

それ以外の事業所にあっては労務・

人事担当部課長等がこれに当たります。 

職業能力開発推進者は、各事業所（支店、工場、営業所等）

で１人以上選任する「事業所単独選任」が基本です。もし、

適任の方がいらっしゃらない場合には、「本社選任」もしく

は、「共同選任」で職業能力開発推進者を選任することがで

きます。 

所属する事業所に職業能力開

発推進者に適任の者がいる。 

　事業所単位ごとに１名以上の

職業能力開発推進者を選任する

ことを“事業所単独選任”とい

います。 

　労働者の職業能力の開発及び

向上がより円滑に行われるため

にも、原則として職業能力開発

推進者は事業所単位で選任され

ることが望まれます。 

所属する事業所に職業能力開

発推進者に適任の者はいないが、

本社にはいる。 

従業員の職業能力開発は、他

の事業所と共同で行っているが、

その事業所には職業能力開発

推進者に適任の者がいる。 

事業所単独選任 

　常時雇用する労働者数が100

人以下の小規模な事業所等にあ

っては、本社の職業能力開発推

進者が複数の事業所等の職業能

力開発推進者を兼ねて労働者の

職業能力の開発及び向上を図る

こともできます。 

　このように本社の職業能力開

発推進者が事業所（支店、工場、

営業所等）の職業能力開発推進

者を兼ねることを“本社選任”

といいます。 

　２以上の事業主が共同して職

業訓練を行う場合、その他事業

主がその雇用する労働者の職業

能力の開発及び向上を共同して

図る場合に、ある事業所の方が

代表して複数の事業所等の職業

能力開発推進者を兼ねることを

“共同選任”といいます。 

　グループ企業や関連企業、支

店、営業所もしくは事業所等が

共同して行う場合も共同選任に

あてはまります。 

　平成 13年 10月１日より職業能力開発推進者選任届の様式が定められ、厚生労働省の委託により、都道府県職業能力開
発協会が受付けることになりました。なお、キャリア形成促進助成金を受給するためには、選任届を提出し、その写しを
添付することが必要になりましたのでご留意下さい。 

選任基準は 

具体的には 

本社選任 共同選任 

職業能力開発推進者の選任を！ 
－ 従業員のキャリア形成のために － 

中央職業能力開発協会 
都道府県職業能力開発協会 

厚　　生　　労　　働　　省 

職業能力開発推進者の選任は、「職業能力開発促進法」 
第 12条において、事業主の努力義務とされています。 

　従業員のキャリア形成を支援し、個々の職業能力を存分に発揮してもらう

ことは企業の発展に不可欠な要素です。従業員の職業能力開発を計画的に

企画・実行することが大切ですが、こうした取組を社内で積極的に推進して

いただくキーパーソンが「職業能力開発推進者」です。 

　まだ、「職業能力開発推進者」を選任されていない事業主の方は、是非

この機会に選任をお考えください。 

企業内で次の役割を期待される方のことです 企業内で次の役割を期待される方のことです 
？ ？ 

事業内における職業能
力開発計画の作成及び
その実施に関する業務。

事業内における職業能
力開発計画の作成及び
その実施に関する業務。

効率的・効果的な職業能力の
開発を進めていくには、自社
に最適な職業能力開発計画を
作成することが何よりの近道
となります。時代の要請と変
化を捉えた、職業能力開発計
画を作成していただきたいと
思います。 

当該事業所の労働者に対
し、職業能力開発に関する
相談、指導、周知等の業務。

当該事業所の労働者に対
し、職業能力開発に関する
相談、指導、周知等の業務。

従業員からの能力開発に関す
る様々な相談などに対して、
キャリア・コンサルティング
技法を活用し、効果的な支援
を行い、キャリアアップへと
つないでいっていただきたい
と思います。 

職業能力開発行政機関との連
絡を円滑に行い、自社に有益
な能力開発に関する情報を積
極的に入手していっていただ
きたいと思います。 

国、都道府県、中央職業能力開
発協会、都道府県職業能力開
発協会との連絡に関する業務。

国、都道府県、中央職業能力開
発協会、都道府県職業能力開
発協会との連絡に関する業務。

中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会では、職業能力開発推進者
がその役割を果たせるよう、様々な支援体制を整えています。

職業能力開発推

進者講習の実施 

職業能力開発に関する様々な知識や技法を無料で学べる「職業能力開

発推進者講習」をご用意しています。 

・キャリア形成促進助成金の申請手続きに関すること 

・事業内職業能力開発計画の作成に関すること 

・キャリア・コンサルティング技法に関すること　など 

能力開発情報 
システム（ADDS）・ 
キャリア形成 
推進マガジン 

（メールマガジン） 

キャリア形成、人材育成、職業能力開発等の情報、さらに地域に密着

した職業能力開発関連情報等をインターネットによって簡易に入手い

ただけます。 

バック
 

アップ
 バック
 

アップ
 

http://www.adds.javada.or.jp/アドレス 

『講習テーマ』　例えば… 

選任基準をはじめ、職業能力開発推進者についてご質問のある方は、下記の職業能力開発協会へご相談下さい。 

中央職業能力開発協会　キャリア形成推進部　支援企画課
〒112_8503 東京都文京区小石川１丁目４番１号　住友不動産後楽園ビル
TEL 03_5800_3494 FAX 03_5800_3922 http://www.javada.or.jp/

参考資料：産業分類表
大 分 類 中　　　分　　　類 お も な 小 ・ 細 分 類 中小企業の

範囲区分
01 Ａ 農業 農業 耕種、畜産、農業サ－ビス、園芸サ－ビス その他
02 Ｂ 林業 林業 育林、素材生産、特用林産物生産（きのこ類の栽培を除く）、林業サ－ビス、その他 その他
03 Ｃ 漁業 漁業 海面、内水面 その他
04 水産養殖業 海面養殖、内水面養殖 その他
05 Ｄ 鉱業 鉱業 金属、石炭・亜炭、原油・天然ガス・採石、砂・砂利・玉石採取、窯業原料用鉱物、その他 その他
06 総合工事業 一般土木建築、土木、舗装、建築、木造建築、建築リフォ－ム その他

07 Ｅ 建設業 職別工事業（設備工事業を除く） 大工、とび・土木・コンクリ－ト、鉄骨・鉄筋、石工・れんが・タイル・ブロック、左官、 その他板金・金物、塗装、床・内装、その他
08 設備工事業 電気、電気通信・信号装置、管、機械器具設置、その他 その他

09 食料品製造業 畜産、水産、野菜・果実缶詰・農産保存、調味料、糖類、精穀・製粉、パン・菓子、 その他動植物油脂、その他
10 飲料・たばこ・飼料製造業 清涼飲料、酒類、茶・コーヒー、製氷、たばこ、飼料・有機質肥料 その他
11 繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く） 製糸、紡績、ねん糸、織物、ニット生地、染色整理、綱・網、レ－ス・繊維雑品、その他 その他
12 衣服・その他の繊維製品製造業 織物製・ニット製外衣・シャツ、下着類、和装製品・足袋、その他の衣服・繊維製身の回り品、その他 その他
13 木材・木製品製造業（家具を除く） 製材、木製品、造作材・合板・建築用組立材料、木製容器、その他 その他
14 家具・装備品製造業 家具、宗教用具、建具、その他 その他
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ、紙、加工紙、紙製品、紙製容器、その他 その他
16 印刷・同関連業 印刷、製版、製本、印刷物加工、印刷関連サ－ビス その他

17 化学工業 化学肥料、無・有機化学工業製品、化学繊維、油脂加工・石けん・合成洗剤・界面活性剤・ その他塗料、医薬品、化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品、その他
18 石油製品・石炭製品製造業 石油精製、潤滑油・グリ－ス、コ－クス、舗装材料、その他 その他
19 プラスチック製品製造業（別掲を除く） プラスチック板・棒・管・継手・異形押出、フィルム・シ－ト・床材・合成皮革、発泡・強化、成形材料、その他 その他
20 Ｆ 製造業 ゴム製品製造業 タイヤ・チュ－ブ、ゴム・プラスチック製履物・同附属品、ゴムベルト・ホ－ス・工業用、その他 その他
21 なめし革・同製品・毛皮製造業 なめし皮、工業用、革製履物、同材料・同附属品、革製手袋、鞄、袋物、毛皮、その他 その他
22 窯業・土石製品製造業 ガラス、セメント、建設用粘土、陶磁器、耐火物、炭素・黒鉛、研磨剤、骨材・石工品、その他 その他
23 鉄鋼業 製鉄鋼・製鋼圧延、製鋼を行わない鋼材、表面処理鋼材、鉄素形材、その他 その他
24 非鉄金属製造業 第１・２次精錬精製、合金圧延、電線・ケ－ブル、素形材、その他 その他

25 金属製品製造業 ブリキ缶・その他のめっき板等、洋食器・刃物・手道具・金物類、暖房装置・配管工事用附属品、 その他建設用・建築用、素形材、被覆・彫刻、熱処理、鉄線、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ、その他
26 一般機械器具製造業 ボイラ・原動機、農業用、建設・鉱山、金属加工、繊維、特殊産業、一般産業用・装置、事務用・サービス・民生用、その他 その他
27 電気機械器具製造業 発電用・送電用・配電用・産業用、民生用、電球・電気照明器具、電子応用装置、計測器、その他 その他
28 情報通信機械器具製造業 通信機械器具・同関連、電子計算機・同附属装置 その他
29 電子部品・デバイス製造業 半導体、集積回路、抵抗器、音響部品、コネクタ、プリント回路、その他 その他
30 輸送用機械器具製造業 自動車、鉄道車両、船舶製造・修理、舶用機関、航空機、産業用運搬車両・同部分品・附属品、その他 その他
31 精密機械器具製造業 計量・測定・分析・試験機、測量、医療用、理化学、光学・レンズ製造、眼鏡、時計・同部分品 その他

32 その他の製造業 貴金属・宝石、楽器、ペン・鉛筆・絵画、玩具・運動用具、事務用品、装身具・装飾品・ボタン、 その他漆器、畳・傘等生活雑貨、武器、煙火、看板、標識、パレット、モデル・模型、情報記録物、その他
33 電気業 発電、変電、電気事業所 その他
34 Ｇ 電気・ガス ガス業 製造、供給、ガス事業所 その他
35 熱供給・水道業 熱供給業 熱供給 その他
36 水道業 上下水道、工業用水道 その他
37 通信業 信書送達、固定、移動電気通信、電気通信に附帯するサービス その他
38 放送業 公共、民間、有線 サ－ビス業
39 Ｈ 情報通信業 情報サービス業 ソフトウエア、情報処理・提供サ－ビス サ－ビス業
40 インターネット附随サービス業 インタ－ネット附随サ－ビス その他

41 映像・音声・文字情報制作業 各情報制作に附帯するサ－ビス、配給、新聞、出版（映像情報制作・配給業、音声情報制作業 その他及び映像・音声・文字情報制作に附帯するサ－ビス業の中小企業の範囲区分は、サ－ビス業）
42 鉄道業 軌道、案内軌条式、鋼索、素道、その他 その他
43 道路旅客運送業 一般乗合、乗用、貸切、特定旅客自動車運送、その他 その他
44 道路貨物運送業 一般、特定貨物、貨物軽自動車運送、集配利用、その他 その他
45 Ｉ 運輸業 水運業 外航、沿海海運、内陸水運、船舶貸渡 その他
46 航空運輸業 航空運送、航空機使用 その他
47 倉庫業 倉庫、冷蔵倉庫 その他
48 運輸に附帯するサービス業 港湾運送、貨物運送取扱（集配利用運送を除く）、運送代理店、運輸斡旋、梱包、運輸施設提供、その他 その他
49 各種商品卸売業 各種商品卸売、その他 卸売業
50 繊維・衣服等卸売業 織物、寝具類、靴、履物、鞄・袋物、その他 卸売業
51 飲食料品卸売業 農畜産物・水産物、食料・飲料 卸売業
52 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 建築材料、化学製品、鉱物・金属材料等、再生資源 卸売業
53 機械器具卸売業 一般機械器具、自動車、電気機械器具、その他 卸売業
54 その他の卸売業 家具・建具・じゅう器、医薬・化粧品、他に分類されないもの 卸売業
55 Ｊ 卸売・小売業 各種商品小売業 百貨店、総合ス－パ－、その他 小売業・飲食店
56 織物・衣服・身の回り品小売業 呉服・服地・寝具、男子服、婦人・子供服、靴・履物、その他 小売業・飲食店
57 飲食料品小売業 各種食料品、コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）、その他 小売業・飲食店
58 自動車・自転車小売業 新・中古車、部品・附属品、二輪（原動機付自転車含む） 小売業・飲食店
59 家具・じゅう器・機械器具小売業 家具・建具・畳、機械器具、宗教用具、その他のじゅう器 小売業・飲食店

60 その他の小売業 医薬・化粧品、農耕用品、燃料、書籍・文房具、スポ－ツ用品、玩具・娯楽、楽器、写真機、 小売業・飲食店写真材料、時計・眼鏡・光学機械、その他
61 銀行業 中央、普通、信託、長期信用、在日外国銀行 その他
62 協同組織金融業 信用金庫、信用協同組合、労働金庫、同連合会、商工組合中央金庫、農林水産金融 その他
63 郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関 郵便為替・振替、海外投融資、開発、公営、中小企業、国民生活、農林水産、住宅関係、その他 その他
64 Ｋ 金融・保険業 貸金業、投資業等非預金信用機関 質屋、クレジットカ－ド業、割賦金融業、住宅専門、証券金融業、投資、その他 その他
65 証券業、商品先物取引業 証券業類似、商品投資、その他 その他
66 補助的金融業、金融附帯業 短資、手形交換所、両替、信用保証、信用保証再保険、預・貯金等保険、証券・商品取引所 その他
67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 共済事業、保険料率算出団体、損害査定 その他
68 Ｌ 不動産業 不動産取引業 建物、土地売買業、不動産代理業・仲介業 その他
69 不動産賃貸業・管理業 貸家、貸間、駐車場業（駐車場業のみ中小企業の範囲区分は、サ－ビス業） その他
70 一般飲食店 食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、その他 小売業・飲食店
71 Ｍ 飲食店、宿泊業 遊興飲食店 料亭、バ－、キャバレ－、ナイトクラブ、酒場、ビヤホ－ル 小売業・飲食店
72 宿泊業 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿、会社・団体の宿泊所、リゾ－トクラブ、他に分類されないもの サ－ビス業
73 医療業 病院、一般・歯科診療所、助産・看護、寮術、歯科技工所、その他の医療に附帯するサ－ビス サ－ビス業
74 Ｎ 医療、福祉 保健衛生 保健所、健康相談施設、検疫所（動物検疫所、植物防疫所を除く）、検査、消毒、その他 サ－ビス業
75 社会保険・社会福祉・介護事業 更生保護、訪問介護、他に分類されないもの サ－ビス業
76 Ｏ 教育、学習支援業 学校教育 特殊教育諸学校、専修学校、各種学校 サ－ビス業
77 その他の教育、学習支援業 社会教育施設、社会通信教育、職業・教育支援施設、学習塾、教養・技能教授業、その他 サ－ビス業
78 Ｐ 複合サービス事業 郵便局（別掲を除く） 簡易郵便局、その他の郵便局受託 サ－ビス業
79 協同組合（他に分類されないもの） 農林水産業、事業協同組合（他に分類されないもの） サ－ビス業

80 専門サービス業（他に分類されないもの） 法律、特許事務所、公証人役場、司法書士、公認会計士、税理士事務所、獣医、 サ－ビス業土木建築サ－ビス、デザイン・機械設計、著述・芸術家、写真、その他
81 学術・開発研究機関 自然科学、人文・社会科学研究所 サ－ビス業
82 洗濯・理容・美容・浴場業 特殊浴場、洗張・染物、エステティック、その他 サ－ビス業

83 その他の生活関連サービス業 旅行、家事サ－ビス、衣服裁縫修理、物品預り、火葬、墓地管理、冠婚葬祭、食品賃加工、 サ－ビス業結婚相談、写真現像・焼付（旅行業の中小企業の範囲区分は、その他）、その他
84 娯楽業 映画館、興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、スポ－ツ施設提供、遊戯場、その他 サ－ビス業
85 サービス業 廃棄物処理業 一般、産業、死亡獣畜取扱、その他 サ－ビス業
86 Ｑ （他に分類され 自動車整備業 自動車一般、その他 サ－ビス業
87 ないもの） 機械等修理業（別掲を除く） 表具、家具、時計、履物修理、かじ、他に分類されないもの サ－ビス業
88 物品賃貸業 各種物品、産業用、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、その他 サ－ビス業
89 広告業 広告代理、その他 サ－ビス業
90 その他の事業サービス業 速記・ワ－プロ入力・複写、商品検査、計量証明、建物サ－ビス、民営職業紹介、警備、その他 サ－ビス業
91 政治・経済・文化団体 労働、学術団体、他に分類されない非営利的団体 サ－ビス業
92 宗教 神道系、仏教系、キリスト教系、その他の宗教教会、事務所 サ－ビス業
93 その他のサービス業 集会場、と畜場、他に分類されないもの サ－ビス業
94 外国公務 外国公館、その他の外国公務 サ－ビス業
95 Ｒ 公務（他に分類さ 国家公務 立法、司法、行政機関 その他
96 れないもの） 地方公務 都道府県、市町村機関 その他
99 Ｓ 分類不能の産業 分類不能の産業 分類不能の産業 その他
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代表 
者印 

事　業　所 

単 独 選 任 

 

本社選任 

 

共同選任 

事　業　所 

単 独 選 任 

当該事業所等の労働者数

（本・支社、事業所等の労

働者数）の合計 

当該事業所のみの労働者数

（同一雇用保険番号の事業

所も含める） 

未記入 

 

本社選任 

当該本社の労働者数、同企

業内において本社以外の支

社、事業所等の労働者数の

合計 

当該本社のみの労働者数（企

業全体が同一雇用保険番号

の場合は、左欄と同数） 

 

共同選任 

当該企業の本・支社、事業

所等の労働者数の合計 

当該事業所のみの労働者数

（同一雇用保険番号の事業

所も含める） 

 

推進者の所属する事業所

以外の本・支社、事業所

等の情報を事業所毎に全

て記入（雇用保険番号が

同一番号の場合は同一の

番号を記入する） 

※説明文中においては、「職業能力開発推進者」を「推進者」と略しています。 

※「常時雇用する労働者」とは２ヶ月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が当該企

業の通常の従業員と概ね同等である者をいいます。 

企業全体で常時雇用する 

労働者数 

 

基本は推進者が所属する企

業全体の常時雇用する労働

者数※ 

（本・支店等の全事業所の

合計） 

当該事業所で常時雇用する 

労働者数 

 

基本は推進者が所属する事

業所の常時雇用する全労働

者数※ 

（同一雇用保険適用事業所

番号の全事業所を含む） 

裏　面 
 

 

（支店、出張所、共同事

業所等一覧） 

¡産業分類の改訂（平成14年３月）がありましたので、該当する産業分類を再度確認して記入します。 

　なお、既に推進者を選任している事業所におきましても産業分類を確認し変更となる場合には「変

更届」の提出をお願いします。その際、企業規模が変わる可能性がありますので併せて確認をお

願いします。 

産業分類に関しては、本紙内の「参考資料：産業分類表」もしくは「総務省統計局HP“日本標準
産業分類（平成14年３月改訂）”」http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/を参考に
して下さい。また、産業分類に関し事業内容が複数にわたる際は、主たる事業のみに○をつけて
下さい。 
 

¡企業規模に関しては、本紙内の「参考資料：産業分類表」の右覧の中小企業の範囲区分（小売業、

卸売業、サービス業等）を判断し「企業規模」項目内の表と照らし合わせて「大企業」もしくは

「中小企業」を判断します。その際は、「資本金の額」「労働者数」のうちいずれか一方が該当す

れば「中小企業」とします。また、公益法人等のうち資本金を有しないものについては、主たる

事業及び法人全体の常時雇用する労働者総数により判断します。ただし国や地方公共団体が直接

設立・運営する施設等（県立訓練校等）は便宜上「大企業」とします。また、産業分類M飲食店、

宿泊業の場合、企業規模の区分は「飲食店」が小売業、「宿泊業」がサービス業となりますのでご

注意下さい。 

産業分類
¡分類記号（A～S）及び対応する大分類

名称を事業所ごとに記入します。 

¡新産業分類に伴い既に提出している「職

業能力開発推進者選任届」の産業分類に

変更の生じる場合は、「変更届」の提出

をお願いします。 

雇用保険適用事業所番号
¡推進者の所属する事業所等とその他の事

業所等の雇用保険適用事業所番号が同一

の場合であっても各々記入します。 

¡「職業能力開発推進者選任届」提出後に

雇用保険適用事業所番号に変更がある場

合は、「変更届」の提出をお願いします。 

事業所の常時雇用労働者数
¡裏面は選任基準が本社選任、共同選任の

場合に、推進者の所属していない企業（事

業所等）が常時雇用している労働者数を

事業所ごとに記入します。 

事業所の名称
¡推進者の所属事業所等以外の事業所名（共

同選任企業、支社、営業所等）を記入し

ます。 

裏面 表面 

職業能力開発推進者の選任届に関する情報については「個人情報保護法」に則し、その漏えい、滅失、き損
の防止その他の適切な管理のための必要な措置を講ずるとともに、その正確性を確保するよう務めています。 

¡選任・変更・解任のうち該当するところに○を付けて下さい。 

　選任　a　新たに推進者を選任する場合に選任に○を付けてご提出下さい。 

変更　a　基本的に提出された「選任届」の記載内容に変更が生じた場合、どの項目であっても「変更届」

の提出が必要になります。必要箇所（基本的に全ての項目）を記載の上、「⑫その他」に変更

箇所番号を記入し、変更に○を付けてご提出下さい。 

解任　a　事業所の廃止もしくは統合又は選任基準の変更（事業所単独選任から本社選任へ変更等）によ

り、当該事業所において推進者を選任しなくなった場合（注１）に、届出時の事業所名にて必

要箇所（基本的に全ての項目）を記載の上、解任に○を付けてご提出下さい。 

 

¡この欄には11桁の雇用保険の適用事業所番号を記入します。 

¡雇用保険適用事業所番号のない事業所は都道府県職業能力開発協会にご相談下さい。 

 

¡代表者役職・氏名はその事業所の代表者名になります。 

　（例）事業主、支店長、工場長等。 

¡印は基本的に代表者の印を押印します。代表者の印を所有しない場合は社印もしくは事業所を代表する印

（私印でないもの）を押印して下さい。 

 

 

¡推進者の所属する事業所の所在地を記入します。その際実質営業活動を行っている事業所と登記上の所在

地とが異なる場合は、実際に活動を行っている所在地をご記入下さい。 

¡住所変更の際は基本的に「変更届」をご提出下さい。 

 

 

¡資本金の額は、円単位でご記入下さい。 

¡資本金額は、「事業所単独選任」または「本社選任」の場合は企業全体の資本金額、「共同選任」の場合は

推進者の所属する企業単位（事業所単位）の資本金額を記入して下さい。 

 

 

¡推進者の役職名、氏名、連絡先をご記入下さい。 

¡推進者が２人以上選任されている場合には、総人数を括弧内に記入し（１人の場合は１と記入）、役職名、

氏名等は、国等との連絡に関する業務を担当する推進者をご記入下さい。 

 

 

事業所単独選任（原則は事業所単独選任） 

¡企業単位ではなく事業所単位により、各々の事業所が単独で推進者を選任する場合。 

本社選任 

¡事業所等をもつ企業の場合で、本社の推進者が事業所（支社等）の推進者を兼ねて選任する場合。 

共同選任 

¡本社選任以外の複数企業、複数事業所で選任する場合。 

＜注：詳しくは、本紙内の「職業能力開発推進者とは」をご覧下さい。＞ 

 

 

¡推進者変更届を提出する場合は、変更箇所の番号をご記入下さい。 
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